
営
業
費
概
念
の
分
類
と
内
容

西
　
　
沢

告布

米
国
会
計
学
会
（
＞
昌
實
一
〇
彗
＞
o
8
冒
ま
σ
q
＞
ω
ω
o
〇
一
筆
昌
）
の
一
九
五
一
年
度
原
価
概
念
お
よ
び
基
準
委
員
会
（
↓
｝
。
畠
胃
O
。
昌
．

昌
奉
霊
昌
O
o
g
O
昌
8
喜
ω
葭
邑
望
彗
麸
巳
o
）
は
、
原
価
会
計
に
有
用
な
原
価
概
念
と
し
て
、
つ
ぎ
の
原
価
種
類
を
列
記
し
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
）

に
定
義
お
よ
び
解
説
を
加
え
て
い
る
。

一
、
原
　
　
　
価

二
、
原
価
計
算

三
、
実
際
原
価

四
、
未
来
原
価

五
、
取
替
原
価

六
、
標
準
原
価

七
、
見
積
原
価

八
、
製
品
原
価

九
、
期
問
原
価

一
〇
、
直
　
接
　
費

（
8
色

（
o
o
段
印
o
o
o
仁
目
戊
目
口
q
）

（
｝
げ
↑
o
ユ
o
巴
o
o
g
）

（
｛
目
一
■
H
①
o
o
眈
誌
）

（
H
①
o
ぎ
o
①
昌
o
目
↓
o
o
黒
）

（
ω
↓
印
自
｛
陣
H
匹
o
o
ω
冨
）

（
o
ω
巨
昌
印
誌
｛
o
o
ω
誌
）

（
o
H
o
～
■
g
o
o
g
）

（
o
o
ユ
o
山
o
o
g
）

（
｛
庁
①
〇
一
〇
〇
ω
誌
）
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二
、
第
一
原
価
（
冨
冒
①
8
募
）

　
二
一
、
間
接
費
（
ぎ
薫
①
g
8
簑
）

　
二
二
、
固
定
費
（
茅
乱
8
蓑
）

　
一
四
、
変
動
費
（
く
彗
ぎ
雪
①
8
器
）

　
一
五
、
機
会
原
価
（
o
署
o
巨
…
ξ
8
己

　
ニ
ハ
、
附
加
原
価
（
ぎ
o
鼻
乱
8
蓑
）

　
一
七
、
管
理
可
能
費
（
8
巨
；
星
雪
o
8
眈
房
）

　
一
八
、
管
理
不
能
費
（
…
o
9
旨
o
星
崖
㊦
8
募
）

　
一
九
、
結
合
費
（
－
o
ぎ
8
募
）

　
二
〇
、
埋
没
原
価
（
彗
寿
8
m
邑

　
二
一
、
回
避
可
能
原
価
　
（
蟹
ω
實
＆
o
暮
q
8
蓑
）

　
二
二
、
延
期
可
能
原
価
　
（
o
o
匝
ε
◎
量
雪
①
8
姦
）

　
二
三
、
現
金
支
出
原
価
　
（
o
亭
o
答
8
斤
g
8
参
）

　
二
四
、
増
分
原
価
（
監
ま
屋
巨
邑
8
募
）

　
以
上
の
原
価
分
類
は
、
勿
論
、
製
造
原
価
の
ほ
か
さ
ら
に
営
業
費
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

し
て
論
述
さ
れ
て
い
る
た
め
、
営
業
費
だ
げ
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
原
価
種
類
を
論
ず
る
場
合
に
は
、

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
営
業
費
独
自
の
原
価
分
類
を
設
定
す
る
こ
と
が
有
用
と
思
わ
れ
る
。

　
1
　
営
業
費
分
析
に
特
に
有
用
な
分
類

主
と
L
て
、
製
造
原
価
を
想
定

こ
れ
に
着
干
補
足
修
正
を
加
え
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一
、
性
質
別
営
業
費
・
機
能
別
営
業
費
・
適
用
別
営
業
費

　
　
二
、
直
接
営
業
費
・
準
直
接
営
業
費
・
問
接
営
業
費

　
　
三
、
区
分
可
能
営
業
費
・
共
通
（
結
合
）
営
業
費

　
　
四
、
節
約
可
能
営
業
費
・
節
約
不
能
営
業
費

　
■
　
営
業
費
管
理
に
特
に
有
用
な
分
類

　
　
一
、
注
文
獲
得
費
・
注
文
履
行
費
・
一
般
管
理
費

　
　
二
、
変
動
営
業
費
・
準
変
動
営
業
費
・
固
定
営
業
費

　
　
三
、
管
理
可
能
営
業
費
・
管
理
不
能
営
業
費

　
皿
　
営
業
費
会
計
に
有
用
な
そ
の
他
の
分
類

　
　
一
、
実
際
営
業
費
・
見
積
営
業
費
・
標
準
営
業
費

　
　
二
、
附
加
営
業
費
・
支
出
営
業
費

　
　
三
、
平
均
営
業
費
・
隈
界
営
業
費

　
　
四
、
特
殊
営
業
費

右
掲
の
「
営
業
費
分
析
に
特
に
有
用
た
分
類
」
・
「
営
業
費
管
理
に
特
に
有
用
な
分
類
」
・
「
営
業
費
会
計
に
有
用
な
そ
の
他
の
分
類
」
の
三

大
別
は
、
論
述
上
の
便
法
と
し
て
採
用
し
た
区
分
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
「
営
業
費
分
析
に
特
に
有
用
な
分
類
」
も
ま
た
営
業
費
管
理
に
利

用
さ
れ
、
反
対
に
「
営
業
費
管
理
に
特
に
有
用
な
分
類
」
も
ま
た
営
業
費
分
析
に
利
用
さ
れ
る
場
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
以
下

こ
の
順
序
に
従
っ
て
各
営
業
費
概
念
の
区
分
基
準
・
定
義
・
間
題
点
・
分
類
お
よ
び
他
の
分
類
と
の
関
係
を
論
説
し
よ
う
。
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一
　
営
業
費
分
析
に
特
に
有
用
な
分
類

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
性
質
別
営
業
費
・
機
能
別
営
業
費
・
適
用
別
営
業
費

　
性
質
別
営
業
費
（
量
ε
邑
象
重
〕
巨
9
o
o
芸
）
・
機
能
別
営
業
費
（
ま
9
ま
量
一
穿
↓
き
隻
o
目
8
参
）
・
適
用
別
営
業
費

（
器
o
目
昌
彗
一
豪
一
き
ま
昌
o
o
萎
）
は
、
営
業
費
分
析
の
実
施
方
法
別
の
分
類
で
あ
っ
て
、
性
質
別
営
業
費
を
中
心
と
し
て
性
質
別
営
業

費
分
析
が
実
施
さ
れ
、
機
能
別
営
業
費
を
中
心
と
し
て
機
能
別
営
業
費
分
析
が
実
施
さ
れ
、
さ
ら
に
、
適
用
別
営
業
費
を
中
心
と
し
て
適

用
別
営
業
費
分
析
が
実
施
さ
れ
る
。

　
性
質
別
営
業
費
は
、
性
質
別
－
つ
ま
り
原
価
項
目
の
性
質
ま
た
は
支
出
の
目
的
別
に
営
業
費
を
分
類
す
る
方
法
で
、
最
も
基
本
的
な

原
価
分
類
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
第
一
次
営
業
費
ま
た
は
基
本
営
業
費
（
旦
昌
賀
｝
8
芸
）
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
性
質
別
営
業
費
は
、
外
部
報
告
目
的
の
営
業
費
分
類
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
「
企
業
会
計
原
則
・
財
務
諸
表
準
則
」
に
よ
れ
ば
、
つ
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
到

　
　
　
　
　
　
　
　
（

の
よ
う
に
大
別
さ
れ
る
。

　
　
一
、
販
売
員
給
料
手
当

　
　
二
、
販
売
員
旅
費

　
　
三
、
広
告
宣
伝
費

　
　
四
、
発
送
費
・
配
達
費

　
　
五
、
役
員
給
料
手
当

　
　
六
、
事
務
員
給
料
手
当

226



〃

　
　
七
、
減
価
賞
却
費

　
　
八
、
地
　
代
　
家
　
賃

　
　
九
、
修
　
　
繕
　
　
費

　
一
〇
、
事
務
用
消
耗
品
費

　
二
、
通
信
交
通
費

　
一
二
、
雑
　
　
　
　
　
費

　
機
能
別
営
業
費
は
、
実
施
す
べ
き
機
能
ま
た
は
機
能
活
動
別
に
分
類
す
る
方
法
で
、
営
業
費
分
類
の
第
二
次
的
な
分
類
形
態
を
な
し
て

い
る
。
性
質
別
営
業
費
は
、
外
部
報
告
目
的
の
分
類
で
あ
る
か
ら
、
「
一
般
に
認
め
ら
れ
た
会
計
原
則
」
（
σ
目
彗
實
印
ξ
彗
8
冥
＆
竃
O
O
亭

邑
轟
豆
冨
包
塞
）
に
準
拠
し
て
、
こ
れ
を
区
分
し
か
つ
報
告
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
が
、
－
」
の
機
能
別
営
業
費
は
、
内
部
管
理
目
的

の
分
類
で
あ
る
か
ら
、
前
着
の
よ
う
な
企
業
外
部
の
力
に
拘
束
さ
れ
る
必
要
は
全
く
な
く
、
企
業
独
自
の
立
場
か
ら
白
由
に
区
分
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
機
能
別
営
業
費
の
分
類
は
、
企
業
の
業
種
・
業
態
・
規
模
た
ど
に
よ
っ
て
大
幅
に
椙
違
し
て
お
り
、
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
）

一
標
準
的
な
分
類
を
示
す
こ
と
は
、
も
と
よ
り
不
可
龍
で
あ
る
が
、
そ
の
一
例
を
示
せ
ぼ
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
直
接
販
売
費

　
　
販
売
員
・
販
売
事
務
所
・
販
売
監
督
お
よ
び
そ
れ
ら
に
関
運
す
る
用
役
に
要
す
る
す
べ
て
の
直
接
費

　
二
、
広
告
お
よ
び
販
売
促
進
費

　
　
す
べ
て
の
広
告
費
－
つ
ま
り
販
売
促
進
・
出
版
・
教
育
・
市
場
開
発
活
動
お
よ
び
そ
れ
に
附
帯
す
る
費
用

　
三
、
運
送
費

　
　
製
品
発
送
．
返
品
。
地
方
配
達
。
発
送
設
傭
の
維
持
お
よ
び
運
営
に
要
す
る
す
べ
て
る
運
送
費
．
運
送
周
役
費
の
分
担
額
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四
、
保
管
お
よ
び
処
理
費

　
　
倉
庫
・
保
管
・
製
造
完
了
後
の
製
品
処
理
に
要
す
る
す
べ
て
の
費
用

　
五
、
信
用
調
査
お
よ
び
集
金
費

　
　
与
信
お
よ
び
集
金
都
門
を
維
費
す
る
に
要
す
る
す
べ
て
の
費
用
・
受
取
勘
定
記
録
に
要
す
る
費
用
・
集
金
費
用
・
貸
倒
損
失

　
六
、
財
務
費

　
　
受
取
勘
定
お
よ
び
完
成
し
た
棚
卸
品
を
運
営
す
る
に
要
す
る
費
用
・
販
売
活
動
に
要
す
る
固
定
お
よ
び
運
転
資
本
の
費
用
・
売
上
現

　
　
金
割
引

　
七
、
一
般
営
業
費

　
　
営
業
会
計
お
よ
び
市
場
調
査
に
要
す
る
費
用
・
一
般
管
理
費
の
分
担
額
、
右
以
外
の
営
業
活
動
に
附
帯
す
る
他
の
す
ぺ
て
の
費
用

　
適
用
別
営
業
費
は
、
営
業
活
動
の
適
用
方
法
別
の
分
類
で
あ
る
。
営
業
活
動
の
適
用
方
法
と
は
、
製
品
・
地
域
・
顧
客
な
ど
の
業
務

区
分
（
器
σ
q
昌
g
誌
o
｛
苧
①
ざ
色
冨
ω
肋
）
を
指
す
と
こ
ろ
か
ら
、
業
務
区
分
別
営
業
費
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
適
用
別
営
業
費
も

機
能
別
営
業
費
と
同
じ
よ
う
に
内
部
管
理
目
的
の
分
類
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
分
類
が
と
ら
れ
る
か
は
、
経
営
管
理
者
の
必
要
性
か

ら
決
定
さ
れ
る
わ
げ
で
あ
る
が
、
　
一
般
に
は
、
営
業
費
は
、
　
つ
ぎ
の
よ
う
な
基
準
に
基
い
て
、
適
周
方
法
別
に
分
類
さ
れ
る
場
合
が
多

勾ぺ
oし　

一
、
製
品
ま
た
は
製
品
種
類

　
二
、
配
給
地
域

　
三
、
販
売
組
織
の
管
理
部
門

　
四
、
配
給
経
路
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－
卸
売
業
者
・
小
売
業
者
等
－

　
五
、
勧
誘
方
法

　
　
　
－
た
と
え
ぼ
、
販
売
員
の
勧
誘
・
電
話
・
郵
便
等
i

　
六
、
配
給
方
法

　
七
、
個
々
の
飯
売
員
ま
た
は
販
売
員
た
ち

　
八
、
個
々
の
得
意
先

　
九
、
倉
　
庫

一
〇
、
注
文
規
模

　
か
く
し
て
、
製
品
ま
た
は
製
品
種
類
別
に
分
類
さ
れ
た
営
業
費
を
、
製
品
別
営
業
費
と
呼
び
、
こ
の
分
類
を
中
心
と
し
て
実
施
さ
れ
る

纂
費
分
析
を
、
製
品
別
藁
費
分
析
と
雲
。
一
以
下
、
各
分
類
基
準
に
っ
い
て
同
様
の
こ
と
が
い
え
き
こ
の
よ
え
適
用
別
営
業

毅
告
目
的
－
－
性
質
別
営
業
費

　
　
　
　
　
　
　
　
↑

管
理
目
的
…
…
機
能
別
営
業
費

　
　
　
　
　
　
　
　
↑

管
埋
巨
的
…
…
遣
用
別
営
業
費
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費
分
析
は
機
能
別
営
業
費
（
ま
た
は
適
用
別
営
業
費
分
析
）
の
発
展
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
営
業
費
分
類
（
ま
た
は
営
業
費
分
析
）
の

最
終
形
態
を
形
成
す
る
。
そ
れ
故
、
性
質
別
営
業
費
・
機
能
別
営
業
費
。
適
用
別
営
業
費
の
相
互
関
係
は
、
前
頁
の
ご
と
く
図
示
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
つ
ま
り
、
性
質
別
営
業
費
は
、
外
部
報
告
目
的
の
分
類
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
経
営
管
理
に
は
積
極
的
に
役
立
た
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
内
部
管
理
目
的
を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
を
、
機
能
別
営
業
費
に
分
類
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
稜
能
別
営
業

費
は
、
実
施
活
動
別
の
分
類
方
法
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
各
種
の
管
理
手
段
が
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
、
経
営
管

理
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
た
め
に
は
、
も
一
歩
進
め
て
、
適
用
別
営
業
費
に
ま
で
わ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
製
品
別
・

地
域
別
．
顧
客
別
な
ど
の
営
業
費
が
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
当
該
蚊
益
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
製
品
別
・
地
域
別
な
ど
の
部

分
損
益
が
算
出
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

230

　
　
　
　
　
　
　
二
　
直
接
営
業
費
・
準
直
接
営
業
費
・
問
接
営
業
費

　
営
業
費
分
析
の
実
施
に
必
要
な
第
二
の
営
業
費
分
類
は
、
直
接
営
業
費
（
臼
亮
g
〔
茅
叶
事
ま
昌
o
o
蓋
）
と
準
直
接
営
業
費
（
窒
邑
－

生
、
。
。
↑
、
｝
、
｛
、
亭
目
巨
。
。
8
蕃
）
と
間
接
営
業
費
（
一
巳
ぎ
g
空
琴
学
巨
一
昌
o
o
旨
）
を
区
分
す
る
方
法
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
営
業
費
を
分

析
対
象
で
あ
る
業
務
区
分
ま
た
は
売
上
区
分
に
直
接
賦
課
で
き
る
か
否
か
に
よ
る
分
類
で
あ
っ
て
、
い
わ
ぼ
、
計
算
技
術
上
の
区
分
方
法

で
あ
る
。
営
業
費
分
析
を
行
う
場
合
に
は
、
分
析
方
法
の
い
か
ん
か
ら
、
営
業
費
を
、
ま
ず
、
性
質
別
営
業
費
か
機
能
別
営
業
費
か
ま
た

は
適
用
別
営
業
別
（
製
品
別
営
業
費
．
地
域
別
営
業
費
な
ど
）
に
大
別
し
、
そ
の
各
々
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、
営
業
費
項
目
を
、
直
接
営

業
費
と
問
接
営
業
費
に
（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
さ
ら
に
準
直
接
営
業
費
）
こ
区
分
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
・
直
接
営
業
費
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
）

間
接
営
業
費
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
す
包



班

直
接
営
業
費
と
は
、
単
一
の
売
上
区
分
の
た
め
に
発
生
し
、
従
っ
て
、
特
定
の
顧
客
・
製
品
ま
た
は
他
の
売
上
構
成
要
素
に
直
接
賦
課
し

　
う
る
営
業
費
を
い
う
。

　
（
g
屋
g
艘
弩
亭
鼻
一
冒
o
o
萎
實
①
亭
o
器
乏
〕
一
庄
胃
〇
一
冒
胃
H
＆
彗
｛
τ
罵
睾
印
㎝
ぎ
α
q
τ
眈
晶
昌
①
巨
o
h
邑
塞
竃
鵯
苧
睾
亀
o
冨

　
○
彗
一
〕
耐
冒
彗
乱
監
冨
o
ξ
け
o
名
8
畠
o
o
冨
8
昌
①
員
8
旨
昌
o
肇
一
員
實
o
苧
雲
窒
ポ
ω
8
昌
七
昌
彗
昇
）

問
接
営
業
費
と
は
、
若
干
の
売
上
区
分
の
た
め
に
発
生
し
、
従
っ
て
、
特
定
の
製
品
ま
た
は
顧
客
に
直
接
賦
課
し
え
な
い
営
業
費
を
い
う
。

　
（
H
己
ぎ
9
2
書
亭
巨
竃
。
畠
a
胃
①
｝
富
①
オ
雲
事
印
冨
一
實
昌
・
＆
｛
O
・
彗
』
ま
篶
胃
冒
O
屋
2
彗
O
毒
竃
O
q
昌
①
巨
O
h
眈
巳
ε

　
彗
｛
亭
睾
艮
c
屋
o
竃
■
g
げ
o
言
竃
巴
2
冨
g
ξ
↓
o
名
g
｛
ま
肩
o
匹
g
冴
彗
｛
昌
眈
8
昌
①
H
血
．
）

　
直
接
営
業
費
は
、
業
務
区
分
ま
た
は
売
上
区
分
（
た
と
え
ば
、
製
品
別
分
析
に
お
い
て
は
、
製
品
種
類
ま
た
は
個
々
の
製
品
・
地
域
別

分
析
に
お
い
て
は
、
販
売
地
域
・
販
売
区
域
・
販
売
員
雄
域
な
ど
）
に
直
接
賦
課
で
き
る
営
業
費
で
、
筒
接
営
業
費
の
場
合
の
よ
う
こ
あ

る
種
の
配
賦
計
算
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
、
直
接
営
業
費
と
し
て
把
握
で
き
る
営
業
費
が
多
け
れ
ぼ
多
い
程
、
営
業
費
計
算
は
正
確
と
な

り
、
算
定
結
果
の
信
頼
性
が
増
大
す
る
。

　
直
接
営
業
費
は
、
計
算
対
象
で
あ
る
業
務
区
分
ま
た
は
売
上
区
分
と
の
相
関
概
念
で
あ
る
か
ら
、
直
接
営
業
費
に
つ
い
て
は
い
か
な
る

業
務
区
分
に
つ
い
て
直
接
費
と
な
る
か
を
予
め
指
定
し
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
あ
る
製
品
種
類
を
販
売
し
て
い
る
販

売
員
の
給
与
は
、
当
該
製
品
に
つ
い
て
は
直
接
営
業
費
と
な
る
が
、
他
の
業
務
区
分
（
た
と
え
ぼ
、
販
売
地
域
や
顧
客
）
に
つ
い
て
は
間

接
営
業
費
と
な
り
、
ま
た
、
同
種
の
業
務
区
分
だ
げ
に
隈
定
し
て
も
、
右
の
販
売
員
給
与
は
当
該
製
品
種
類
に
つ
い
て
は
直
接
営
業
費
と

な
る
が
、
そ
の
製
品
種
類
を
溝
成
し
て
い
る
個
々
の
製
品
単
位
に
つ
い
て
は
問
接
営
業
費
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
営
業
費
分
析
に
あ
た
っ
て
、
直
接
費
と
し
て
賦
課
し
う
る
営
業
費
を
、
各
業
務
区
分
に
直
接
賦
課
す
る
と
、
そ
の
後
に
は
、
配
賦
す
べ

老
営
業
費
が
残
留
す
る
。
間
接
営
業
費
は
、
個
々
の
業
務
区
分
に
個
別
に
費
消
さ
れ
た
営
業
費
で
は
た
く
て
、
幾
つ
か
の
業
務
区
分
に
共
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通
し
て
費
消
さ
れ
た
営
業
費
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
間
接
営
業
費
を
個
々
の
業
務
区
分
に
賦
課
す
る
た
め
に
は
、
配
賦
（
団
自
o
o
娑
旨
）

と
い
う
手
続
が
必
要
に
な
る
。

　
配
賦
計
算
に
あ
た
っ
て
は
、
配
賦
基
準
（
竺
o
o
き
昌
訂
眈
色
が
選
定
さ
れ
、
こ
の
基
準
に
従
っ
て
、
営
業
費
が
各
業
務
区
分
に
配
分

さ
・
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
配
賦
す
べ
き
営
業
費
と
、
選
定
さ
れ
た
配
賦
基
準
の
間
に
、
密
接
な
相
関
々
係
が
存
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

配
賦
す
べ
き
営
業
費
と
配
賦
基
準
の
問
に
相
関
々
係
が
な
く
、
ま
た
両
者
が
同
一
の
割
合
で
変
動
し
な
い
場
合
に
は
、
単
位
営
業
費
の
計

算
は
悉
意
的
と
な
り
、
従
っ
て
、
当
該
計
算
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
る
意
志
決
定
は
、
重
大
た
誤
謬
を
ふ
く
む
こ
と
に
な
る
。
問
接
営
業

費
の
大
部
分
は
、
適
正
な
配
賦
計
算
さ
え
適
用
す
れ
ば
、
相
当
正
確
に
各
業
務
区
分
に
こ
れ
を
配
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
一
部

の
問
接
営
業
費
は
、
各
業
務
区
分
と
何
等
直
接
的
た
関
係
を
有
し
て
お
ら
ず
、
全
く
悉
態
的
に
配
分
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。

　
前
者
の
営
業
費
を
、
準
直
接
営
業
費
（
窒
邑
・
空
篶
9
2
葦
亭
巨
一
昌
8
萎
）
と
呼
び
、
こ
れ
を
、
問
接
営
業
費
と
は
区
分
し
て
、
問
接

営
業
費
を
、
後
者
の
純
粋
営
業
費
だ
け
に
限
定
す
る
場
合
が
あ
る
。
直
接
営
業
費
・
準
直
接
営
業
費
・
間
接
営
業
費
の
三
分
類
が
こ
れ

で
、
今
、
製
品
別
分
析
に
お
げ
る
直
接
販
売
費
を
例
に
と
っ
て
、
直
接
営
業
費
・
準
直
接
営
業
費
お
よ
び
聞
接
営
業
費
の
分
類
例
を
列
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
〕

し
て
お
げ
ぼ
、
次
掲
の
ご
と
く
で
あ
る
。

直
接
営
業
費

　
一
、
個
々
の
製
品
種
類
を
担
当
し
て
い
る
管
理
考
お
よ
び
監
督
者
の
給
与
お
よ
び
費
用

　
二
、
個
々
の
製
品
の
販
売
員
に
要
す
る
給
与
・
手
数
料
・
旅
費
お
よ
び
自
動
車
費

　
三
、
代
理
店
・
仲
介
人
お
よ
び
受
託
人
に
た
い
す
る
手
数
料

　
四
、
個
々
の
製
品
に
関
連
を
有
す
る
接
待
交
際
費

　
五
、
個
々
の
製
品
の
販
売
員
に
要
す
る
教
育
お
よ
び
訓
練
費
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六
、
個
々
の
製
品
の
販
売
員
の
給
与
に
附
帯
す
る
保
険
料
お
よ
び
諸
税

　
七
、
販
売
員
の
責
任
に
帰
し
う
る
不
良
作
業
の
費
用

　
八
、
売
上
税
お
よ
び
国
内
消
費
税

　
九
、
製
品
販
売
部
門
の
通
信
費
・
消
耗
品
費
・
占
有
費
お
よ
び
一
般
費

準
直
接
営
業
費

　
一
、
一
般
販
売
員
の
給
与
・
手
数
料
お
よ
び
旅
費

　
二
、
販
売
事
務
費

　
三
、
販
売
員
の
教
育
お
よ
び
訓
練
費

　
四
、
一
般
販
売
員
の
給
与
に
附
帯
す
る
保
険
料
お
よ
び
諸
税

問
接
営
業
費

　
一
、
販
売
責
任
者
お
よ
び
監
督
者
の
給
与
お
よ
び
費
用

　
二
、
販
売
事
務
費

　
三
、
接
待
交
際
費

　
四
、
通
　
信
　
費

　
五
、
一
般
直
接
販
売
費

　
　
　
　
　
　
　
三
　
区
分
可
能
営
業
費
・
共
通
営
業
費

　
直
接
営
業
費
と
問
接
営
業
費
の
区
分
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
分
類
と
し
て
は
、
営
業
費
を
区
分
可
能
営
業
費
（
竃
寝
墨
雪
Φ
亀
吻
匡
ざ
－
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泌

ま
目
8
昌
）
と
共
通
営
業
費
（
8
冨
冒
g
畠
費
亭
ま
g
8
ω
色
ま
た
は
結
合
営
業
費
（
亘
鼻
讐
等
亭
皇
暮
8
、
芭
に
大
別
す
る
方

法
が
あ
る
。
一
般
に
直
接
営
業
費
H
区
分
可
能
営
業
費
ま
た
は
問
接
営
業
費
H
共
通
営
業
費
（
結
合
営
業
費
）
と
大
ま
か
に
理
解
さ
れ
る

場
合
が
多
い
が
、
両
者
の
分
類
は
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仮

　
米
国
商
務
省
に
よ
る
と
、
区
分
可
能
営
業
費
と
共
通
営
業
費
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

区
分
可
能
営
業
費
と
は
、
顧
客
や
製
品
な
ど
に
容
易
に
賦
課
し
う
る
直
接
営
業
費
を
い
う
。

　
（
ω
名
墓
雪
。
象
叶
き
麦
。
■
8
蓑
§
ま
器
宇
8
；
。
募
茎
事
s
⇒
嚢
｛
ξ
訂
片
§
＆
8
。
一
、
け
。
、
■
。
、
、
・
。
。
冒
、
自
。
姜
。
眈
・

　
頸
目
～
ω
o
o
戸
）

共
通
営
業
費
と
は
、
実
務
上
、
特
定
の
顧
客
・
製
品
ま
た
は
他
の
売
上
構
成
要
素
に
直
接
賦
課
し
え
な
い
営
業
費
を
い
う
。

（
O
。
昌
冒
。
二
奮
菱
竃
。
萎
墓
豪
；
葦
§
・
貝
麸
二
曇
重
豪
意
・
し
。
一
、
印
。
。
＝
一
、
。
。
二
。
、
勺
。
。
＄
。

　
昌
g
o
冒
o
員
8
冒
昌
o
2
ま
ω
一
冒
o
序
冒
窒
－
g
8
冒
o
昌
g
黄
）

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
定
義
か
ら
で
は
、
前
述
し
た
直
接
営
業
費
と
間
接
営
業
費
の
分
類
と
、
区
分
可
能
営
業
費
と
共
通
営
業
費
の
分
類

と
の
相
違
点
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
「
実
務
上
」
（
豊
葭
肩
竃
↑
一
畠
－
昌
警
實
）
と
い
う
点
を
除
い
て
は
、
両
者
の
分
類
が
同
一
の

も
の
を
指
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
誤
解
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
定
義
に
与
え
て
い
る
解
説
を
中
心
と
し
て
商
務
省
の
見
解
を
、
9
少
し

検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
商
務
省
は
、
区
分
可
能
営
業
費
と
共
通
営
業
費
の
定
義
…
冒
及
し
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
説
を
加
え
て

い
る
。
　
「
一
定
の
支
出
が
共
通
営
業
費
と
な
る
か
区
分
可
能
営
業
費
と
な
る
か
は
、
営
業
活
動
が
お
か
れ
た
環
境
と
、
営
業
費
を
測
定
し

よ
う
と
す
る
売
上
区
分
の
い
か
ん
か
ら
決
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ぱ
、
販
売
員
の
給
与
を
月
給
制
で
支
払
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
販
売
員
の

賃
金
は
、
個
々
の
製
品
に
つ
い
て
は
、
共
通
営
業
費
と
な
る
が
、
販
売
員
に
手
数
料
制
が
し
か
れ
て
い
る
揚
合
に
は
、
販
売
員
に
支
払
う

手
数
料
は
一
個
々
の
製
品
を
販
売
す
る
に
要
す
る
区
分
可
能
営
業
費
と
な
り
、
ま
た
、
個
々
の
顧
客
に
販
売
す
る
に
要
す
る
区
分
可
能
営

234



25

業
費
と
も
な
る
。

　
一
般
的
に
い
う
と
、
営
業
費
の
大
部
分
が
、
共
通
営
業
費
と
な
る
が
、
こ
れ
は
、
営
業
費
を
特
定
の
売
上
単
位
に
賦
課
す
る
の
に
多
額

の
費
用
が
か
か
っ
て
し
ま
う
か
、
そ
れ
で
な
け
れ
ぼ
、
実
際
的
で
L
か
も
相
当
正
確
に
区
分
す
る
方
法
が
利
用
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
の

で
あ
る
。
」

　
要
す
る
に
、
こ
の
解
説
か
ら
は
、
区
分
可
能
営
業
費
と
共
通
営
業
費
の
分
類
基
準
は
、

　
ω
　
営
業
活
動
が
お
か
れ
た
環
境

　
②
　
営
業
費
を
測
定
し
よ
う
と
す
る
売
上
区
分

　
③
　
区
分
計
算
の
実
行
可
能
性
と
経
済
性

に
存
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
米
国
原
価
会
計
士
協
会
の
調
査
報
告
書
も
、
　
「
い
か
た
る
営
業
費
が
区
分
可
能
営
業
費
と
な
り
、
い
か
た
る

営
業
費
が
結
合
営
業
費
と
な
る
か
は
、
営
業
費
を
配
賦
す
る
さ
い
の
状
態
か
ら
決
定
さ
れ
る
」
と
し
て
、
商
務
省
の
解
説
と
ほ
と
ん
ど
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
割

一
の
見
解
を
と
り
、
さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
述
し
て
い
る
。

　
「
多
く
の
問
接
営
業
費
は
、
区
分
可
能
で
あ
っ
て
、
相
当
正
確
に
配
賦
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
の
間
接
営
業
費
は
、
結
合
営
業
費

で
あ
っ
て
、
十
分
満
足
な
配
賦
基
準
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
…

　
た
と
え
ば
主
要
な
業
務
区
分
（
た
と
え
ば
、
製
品
種
類
ま
た
は
売
上
区
分
）
に
た
い
し
て
直
接
営
業
費
と
な
る
よ
う
な
営
業
費
の
大
部

分
は
、
当
該
主
要
区
分
に
属
す
る
小
区
分
（
た
と
え
ぱ
、
一
製
品
種
類
ま
た
は
一
販
売
員
の
個
々
の
項
目
）
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
に

は
、
結
合
営
業
費
と
た
る
。
同
じ
よ
う
に
」
て
、
製
品
種
類
に
た
い
し
て
容
易
に
区
分
し
う
る
営
業
費
も
、
販
売
地
域
こ
た
い
し
て
は
、

結
合
営
業
費
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
逆
の
場
合
も
あ
り
う
る
。
操
業
度
一
」
た
い
し
て
固
定
営
業
費
と
な
る
よ
う
な
営
美
費

も
、
当
座
の
操
業
度
や
当
該
意
志
決
定
の
結
果
で
あ
る
増
加
操
業
度
の
構
成
単
位
に
た
い
し
て
は
、
結
合
営
業
費
と
た
る
。
し
か
し
な
が
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ら
こ
の
こ
と
は
、
操
業
度
の
変
動
が
一
定
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
と
、
固
定
費
の
発
生
を
も
た
ら
す
よ
う
な
執
行
活
動
が
変
化
し
な
い
期

聞
だ
げ
に
あ
て
は
ま
る
に
す
ぎ
な
い
。
長
期
に
わ
た
っ
て
考
察
す
る
と
、
同
一
の
営
業
費
も
操
業
度
に
従
っ
て
変
化
す
る
か
ら
、
操
業
度

の
増
加
に
相
当
す
る
営
業
費
部
分
は
、
結
合
営
業
費
と
な
ら
な
い
で
、
区
分
可
能
営
業
費
と
な
る
。
」

　
以
上
、
両
者
の
論
説
か
ら
、
区
分
可
能
営
業
費
と
共
通
営
業
費
の
分
類
は
直
接
営
業
費
と
間
接
営
業
費
の
分
類
と
一
応
別
個
の
区
分
方

法
で
あ
っ
て
、
区
分
可
能
営
業
費
と
共
通
営
業
費
、
ま
た
は
共
通
営
業
費
と
問
接
営
業
費
は
、
必
ず
し
も
常
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
区
分
可
能
営
業
費
と
共
通
営
業
費
の
分
類
基
準
は
、
計
算
対
象
で
あ
る
業
務
区
分
ご
と
に
区
分
が
可
能
で

あ
る
か
不
能
で
あ
る
か
に
存
す
る
か
ら
、
各
業
務
区
分
に
直
接
費
消
さ
れ
た
直
接
営
業
費
も
、
当
該
売
上
区
分
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合

に
は
、
勿
論
、
区
分
可
能
営
業
費
と
な
る
が
、
他
の
種
類
の
業
務
区
分
に
つ
い
て
は
、
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
共
通
営
業
費
と
な

る
。
ま
た
、
各
業
務
区
分
に
共
通
し
て
費
消
さ
れ
た
問
接
営
業
費
も
、
そ
の
一
部
分
は
、
適
正
な
配
賦
方
法
さ
え
講
ず
れ
ぱ
、
各
業
務
区

分
に
配
分
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
残
部
の
問
接
営
業
費
の
み
が
、
共
通
営
業
費
と
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
図
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
見
に
よ
れ
ぼ
、
問
接
営
業
費
の
う
ち
区
分
可
能
営
業
費
と
な
る
部
分
は
、
前
項
で
概
説
し
た
準
直
接
営
業
費
に
相
当
す
る
営
業
費
で
あ

り
、
共
通
営
業
費
と
た
る
間
接
営
業
費
は
、
準
直
接
営
業
費
を
控
除
し
た
純
粋
問
接
営
業
費
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、

　
①
　
直
接
営
業
費
と
準
直
接
営
業
費
が
区
分
可
能
営
業
費
と
な
り

　
②
　
純
粋
間
接
営
業
費
が
共
通
（
結
合
）
営
業
費
と
な
る

236



と
表
現
し
た
方
が
一
層
明
解
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
直
接
営
業
費
・
準
直
接
営
業
費
・
問
接
営
業
費
・
区
分
可
能
営
業
費
・
共
通
営
業
費
の
相
関
々
係
が
明
ら
か
に
な

れ
ぼ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
営
業
費
分
析
の
重
要
な
原
則
を
帰
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
ω
　
直
接
営
業
費
は
、
同
一
種
類
の
業
務
区
分
に
つ
い
て
は
区
分
可
能
営
業
費
と
な
り
、
各
業
務
区
分
に
直
接
賦
課
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
。

　
②
　
準
直
接
営
業
費
は
、
同
一
種
類
の
業
務
区
分
に
つ
い
て
は
、
区
分
可
能
営
業
費
と
な
る
か
ら
、
た
と
え
幾
つ
か
の
業
務
区
分
に
共

　
　
通
し
て
費
消
さ
れ
た
と
し
て
も
、
適
正
な
配
賦
方
法
を
講
ず
れ
ば
、
相
当
正
確
に
、
こ
れ
を
各
業
務
区
分
に
配
賦
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
o

　
③
　
問
接
営
業
費
は
、
い
か
な
る
業
務
区
分
に
つ
い
て
も
共
通
費
と
な
る
か
ら
、
い
か
に
複
雑
な
配
賦
計
算
を
行
っ
て
も
、
結
局
は
悉

　
　
意
性
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

四
　
節
約
可
能
営
業
費
・
節
約
不
能
営
業
費

27

　
営
業
費
分
析
に
有
用
な
他
の
分
類
は
、
節
約
可
能
営
業
費
（
竃
≦
曽
o
雲
葦
宇
ま
昌
o
o
姦
）
と
節
約
不
能
営
業
費
（
昌
目
窒
き
匡
①

ま
ω
旨
亭
麦
g
8
募
）
の
区
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
定
の
意
思
決
定
と
原
価
発
生
様
態
と
の
関
係
を
基
準
と
し
た
分
類
で
あ
っ
て
、
節

約
可
能
営
業
費
と
節
約
不
能
営
業
費
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
節
約
可
能
営
業
費
と
は
、
一
定
の
業
務
区
分
を
除
去
（
追
加
）
す
る
場
合
に
削
減
で
き
る
（
追
加
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
）
営
業
費
を
云
う
。

　
節
約
不
能
営
業
費
と
は
、
一
定
の
業
務
区
分
を
除
去
（
追
加
）
す
る
場
合
に
も
、
除
去
し
え
た
い
（
追
加
さ
れ
な
い
）
営
業
費
を
云
う
。

た
と
え
ぱ
、
あ
る
販
売
地
域
を
廃
止
す
る
場
合
、
そ
の
地
域
を
担
当
し
て
い
る
販
売
員
を
解
雇
で
き
れ
ぱ
、
当
該
販
売
員
の
給
与
は
そ
の
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地
域
の
節
約
可
能
営
業
費
と
な
る
が
、
解
雇
で
き
ず
他
の
。
部
門
に
転
用
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
れ
ぼ
、
当
該
販
売
員
の
給
与
は
そ
の
地

域
の
節
約
不
能
営
業
費
と
な
る
。
ま
た
、
あ
る
製
品
種
類
の
販
売
を
追
加
す
る
場
合
、
そ
の
販
売
に
新
し
い
販
売
員
を
要
す
る
と
ぎ
は
一

当
該
販
売
員
の
絵
与
は
そ
の
製
品
の
節
約
可
能
営
業
費
と
な
る
が
、
そ
の
販
売
を
従
前
の
販
売
員
が
兼
務
で
き
る
と
き
は
、
節
約
不
能
営

業
費
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
節
約
可
能
営
業
費
と
な
る
か
節
約
不
能
営
業
費
と
な
る
か
は
、
営
業
費
項
目
に
固
定
の
も
の
で
は
な
く
て
一

営
業
費
を
計
算
し
よ
う
と
し
て
い
る
特
定
の
業
務
区
分
と
、
個
々
の
活
動
が
お
か
れ
て
い
る
環
境
か
ら
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

特
定
の
場
合
に
、
節
約
可
能
営
業
費
と
節
約
不
能
営
業
費
を
区
分
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
営
業
活
動
に
精
通
し
て
い
る
経
営
責
任
者
の
判

断
と
経
験
を
尊
重
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
）

　
た
お
、
節
約
可
能
営
業
費
と
類
似
し
た
原
価
概
念
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
き
も
の
が
あ
引
。

回
避
可
能
費
（
皇
囮
o
曇
一
昌
彗
ぎ
鶉
畠
寝
げ
一
①
昌
彗
o
崖
印
雪
o
8
募
）

　
回
避
可
能
費
と
は
、
経
営
目
的
の
達
成
に
必
ず
し
も
不
可
欠
で
は
な
い
原
価
で
あ
る
。

廷
期
可
能
費
（
i
畠
号
o
量
巨
⑦
8
参
）

　
延
期
可
能
費
と
は
、
現
在
の
営
業
能
率
に
、
ほ
と
ん
ど
ま
た
は
全
然
影
響
を
及
ぽ
さ
ず
に
将
来
に
延
期
し
う
る
原
価
で
あ
る
。

節
約
可
能
営
業
費
と
節
約
不
能
営
業
費
を
区
分
す
る
と
、
一
定
の
意
思
決
足
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
に
貢
献
し
う
る
か
否
か
（
お
よ

び
そ
の
金
額
）
を
事
前
に
計
算
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
科
学
的
に
経
営
方
針
を
樹
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
・

特
定
の
業
務
区
分
を
除
去
す
る
場
合
に
、
失
わ
れ
る
売
上
高
の
金
額
が
節
約
可
能
営
業
費
以
下
で
あ
れ
ぼ
有
利
で
あ
る
が
、
以
上
で
あ
れ

ぼ
不
利
と
な
り
、
ま
た
、
特
中
、
～
の
業
務
区
分
を
追
加
す
る
場
合
に
、
新
た
に
え
ら
れ
る
売
上
高
の
金
額
が
、
節
約
可
能
営
業
費
以
上
で
あ

れ
ぱ
有
利
で
あ
り
、
以
下
で
あ
れ
ぱ
不
利
と
な
る
。
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二
　
営
業
費
管
理
に
特
に
有
用
な
分
類

’29

注
文
獲
得
費
・
注
文
履
行
費
・
一
般
管
理
費

　
営
業
費
管
理
に
最
も
重
要
な
営
業
費
の
分
類
は
、
営
業
費
を
注
文
獲
得
費
（
O
乱
O
H
嘆
ま
轟
8
参
）
と
注
文
履
行
費
（
O
＆
①
H
■
窒
弐
G
膏

8
ω
色
と
一
般
管
理
費
（
α
q
彗
彗
巴
巴
邑
邑
ω
冨
婁
①
8
蓋
）
に
三
大
別
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
分
類
は
、
米
国
原
価
会
計
士
協
会
の

連
続
調
査
報
告
書
（
暑
＞
・
O
・
＞
・
家
竃
彗
争
ω
實
一
鶉
）
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
か
ら
一
躍
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
営
業
費
を
注
文
獲
得
費
と
注
文
履
行
費
に
分
類
す
る
方
法
は
、
米
国
原
価
会
計
土
協
会
調
査
委
員
会
の
元
委
員
で
あ
っ
た
勺
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
）

望
①
ミ
彗
↓
軍
霊
昌
竃
氏
が
す
で
に
一
九
…
二
年
に
、
、
、
弄
＞
．
ρ
＞
．
｝
昌
Φ
ま
、
、
の
九
月
一
目
号
に
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
最
初
に

試
み
ら
れ
た
と
云
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Φ

　
注
文
獲
得
費
と
注
文
履
行
費
は
、
売
上
注
文
を
獲
得
す
る
時
点
を
基
準
と
す
る
分
類
で
あ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

注
文
獲
得
費
と
は
、
顧
客
に
購
買
心
を
喚
起
し
、
注
文
を
獲
得
す
る
に
要
す
る
営
業
費
を
い
う
。

　
（
O
o
ω
冨
巨
o
目
買
o
｛
｛
o
H
o
o
轟
目
印
監
目
σ
膏
序
血
o
目
卑
o
冒
①
H
8
一
〕
目
｝
印
自
匹
｛
o
H
口
q
o
ま
目
o
q
↓
｝
①
o
H
匹
竃
印
屋
o
巴
一
〇
匹
o
『
鵯
①
H
－
σ
胃
①
暮
ぎ
α
q
o
o
ω
誌
）

注
文
履
行
費
と
は
、
売
上
注
文
を
履
行
す
る
に
要
す
る
営
業
費
を
い
う
。

　
（
↓
訂
箒
H
冨
o
＆
睾
畠
旨
箏
σ
q
o
o
閉
二
ω
畠
＆
8
｛
露
釘
■
算
Φ
o
o
g
ω
ぎ
ε
竃
＆
｛
昌
巽
8
鼻
一
目
胴
苧
①
竃
－
塞
o
巳
實
．
）

さ
ら
に
、
一
般
管
理
費
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
注
文
獲
得
活
動
お
よ
び
注
文
履
行
活
動
の
実
施
を
援
助
す
る
に
要
す
る
営
業
費
を
指
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
で
あ
っ
て
、
注
文
獲
得
費
・
注
文
履
行
費
お
よ
び
一
般
管
理
費
に
は
、
下
記
の
よ
う
な
各
費
用
が
ふ
く
ま
れ
る
。

ω
注
文
獲
得
費
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た
と
え
ぱ
、
広
告
費
・
販
売
促
進
費
・
直
接
販
売
費
お
よ
び
販
売
調
査
費

②
注
文
履
行
費

　
　
た
と
え
ば
、
保
管
費
・
発
送
費
・
注
文
充
足
に
関
す
る
事
務
費
お
よ
び
集
金
費

③
　
一
般
管
理
費

　
　
た
と
え
ぱ
、
杜
長
室
費
・
財
務
部
長
室
費
・
管
理
部
長
室
費
。
一
部
の
会
杜
で
は
、
中
央
部
門
の
調
査
お
よ
び
開
発
費
を
も
一
般
管

　
　
理
費
に
含
め
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
た
と
え
ば
、
広
告
費
は
常
に
注
文
獲
得
費
に
な
り
、
ま
は
、
発
送
費
は
常
に
注
文
履
行
費
に

な
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
厳
密
に
云
え
ぱ
、
注
文
を
獲
得
す
る
た
め
に
要
す
る
広
告
費
だ
げ
が
注
文
獲
得
費
で
あ
る
か
ら
、
注

文
を
獲
得
し
た
後
に
発
生
す
る
よ
う
な
広
告
費
（
た
と
え
ば
、
売
上
古
同
に
応
じ
て
支
給
す
る
物
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
を
広
告
費
と
し
て
処

理
す
る
場
合
）
は
、
注
文
獲
得
費
と
な
ら
ず
に
注
文
履
行
費
と
な
る
。
同
じ
よ
う
に
、
注
文
を
履
行
す
る
た
め
に
要
す
る
発
送
費
だ
け
が

注
文
履
行
費
で
あ
る
か
ら
、
注
文
を
獲
得
す
る
た
め
に
費
消
す
る
発
送
費
（
た
と
え
ぱ
、
見
本
ま
た
は
積
送
品
の
運
送
費
を
発
送
費
に
ふ

く
め
て
処
理
す
る
場
合
）
は
、
注
文
履
行
費
と
な
ら
ず
注
文
獲
得
費
と
な
る
。

　
注
文
獲
得
費
と
注
文
履
行
費
を
区
分
す
る
意
義
は
、
注
文
獲
得
の
時
点
を
基
準
と
し
て
営
業
費
を
大
別
し
、
両
者
の
営
業
費
に
異
っ
た

原
価
特
徴
を
認
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
価
特
徴
に
見
合
う
別
個
の
原
価
管
理
用
具
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
営
業
費
管
理
の
困
難
を
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

決
し
よ
う
と
す
る
点
に
存
す
る
。
注
文
獲
得
費
と
注
文
履
行
費
の
間
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
原
価
特
徴
が
見
受
げ
ら
れ
る
。

注
文
獲
得
費

　
一
、
注
文
獲
得
活
動
は
、
販
売
の
結
果
で
は
な
く
て
、
販
売
の
原
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
売
上
受
注
高
ま
た
は
発
送
高
と
い
う

　
　
よ
う
た
当
座
の
操
業
度
と
の
問
に
簡
単
か
つ
直
接
的
な
関
係
を
設
け
て
、
注
文
獲
得
費
の
管
理
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
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二
、
広
告
・
販
売
促
進
お
よ
び
販
売
活
動
の
有
効
度
を
、
売
上
受
注
高
と
い
う
形
で
測
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
両
者
の

　
　
関
係
が
、
管
理
不
能
ま
た
は
区
分
不
能
な
多
要
素
の
影
響
を
受
げ
て
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
三
、
広
告
お
よ
び
販
売
促
進
費
は
、
売
上
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
計
画
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
引
当
て
ら
れ
た
資
金
を
計
画
通
り
に
支
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
管
理
が
進
め
ら
れ
る
。

　
四
、
注
文
獲
得
費
の
管
理
は
、
注
文
充
足
費
や
製
造
原
価
の
場
合
よ
り
も
、
貨
幣
を
支
出
す
る
人
た
ち
の
判
断
に
依
存
す
る
割
合
が
大

　
　
き
い
。
現
場
の
販
売
を
例
に
と
る
と
、
こ
の
こ
と
は
、
個
々
の
販
売
員
に
ま
で
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
販
売
員
は
売

　
　
上
注
文
を
獲
得
す
る
た
め
に
貨
幣
を
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
い
か
に
支
出
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
意
見
が
し
ぱ
し
ぱ
求

　
　
め
ら
れ
て
い
る
。

注
文
履
行
費

　
一
、
注
文
履
行
費
の
主
要
部
分
は
、
通
常
、
売
上
注
文
額
ま
た
は
発
送
額
に
従
っ
て
、
そ
の
総
額
が
変
動
す
る
傾
向
が
あ
る
。
一
般
的

　
　
に
い
え
ぱ
、
原
因
と
結
果
の
関
係
は
、
売
上
高
か
ら
原
価
え
と
進
む
の
で
あ
っ
て
、
注
文
獲
得
費
の
場
合
の
ご
と
く
、
反
対
の
方
向

　
　
に
進
む
こ
と
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
た
い
て
い
の
注
文
履
行
費
の
管
理
に
役
立
つ
よ
う
な
適
正
な
操
業
度
の
測
定
に
基
づ
い
て
編
成

　
　
す
る
弾
力
性
予
算
を
、
注
文
履
行
費
に
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
二
、
大
多
数
の
注
文
履
行
活
動
は
、
製
品
の
物
理
的
な
処
理
と
反
復
的
な
事
務
活
動
が
そ
の
お
も
な
内
容
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

　
　
な
場
合
に
は
、
原
価
管
理
の
基
礎
と
し
て
人
時
や
他
の
物
理
的
単
位
で
表
示
し
た
物
理
的
標
準
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
　
こ
の
点
で
は
、
注
文
履
行
費
は
製
造
原
価
と
類
似
し
て
い
る
の
で
、
製
造
原
価
の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
標
準
化
や
管
理
用
具
を
使
用

　
　
す
る
こ
と
、
が
で
き
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
注
文
獲
得
費
は
固
定
予
算
（
穿
＆
ざ
＆
募
）
で
管
理
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
が
、
注
文
履
行
費
に
つ
い
て
は
、
さ
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ら
に
標
準
原
価
（
竃
己
胃
匝
8
ω
邑
や
弾
力
性
予
算
ま
た
は
変
動
予
算
（
由
實
量
㊦
昌
奏
ま
乏
①
臣
〔
釘
募
）
に
よ
っ
て
も
管
理
が
で
き

る
よ
う
に
た
る
。
こ
の
よ
う
に
注
文
獲
得
費
と
注
文
履
行
費
を
真
一
」
区
別
し
て
始
め
て
、
営
業
費
の
管
理
が
完
全
な
も
の
と
な
る
。
営
業

費
の
科
学
的
管
理
が
成
功
し
う
る
炉
」
至
っ
た
一
つ
の
要
因
は
、
実
に
注
文
獲
得
費
と
注
文
履
行
費
の
区
分
を
認
識
し
え
た
こ
と
に
存
す
る

と
云
っ
て
も
敢
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　
一
般
管
理
費
は
、
注
文
獲
得
費
や
注
文
履
行
費
の
よ
う
に
営
業
活
動
と
は
直
接
的
な
関
係
が
存
し
な
い
か
ら
、
固
定
予
算
に
よ
る
間
接

管
理
を
行
う
に
留
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二
　
変
動
営
業
費
・
準
変
動
営
業
費
・
固
定
営
業
費

　
営
業
費
の
管
理
に
有
周
な
第
二
の
分
類
は
、
変
動
営
業
費
（
童
ま
匡
①
象
↑
ま
麦
昌
o
o
器
）
と
準
変
動
営
業
費
（
窒
邑
－
≦
ま
巨
o

亀
貧
亭
茎
昌
8
募
）
と
固
定
営
業
費
（
茅
乱
2
腎
宇
星
冒
o
o
警
閉
）
を
区
分
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
操
業
度
の
変
化
と
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

伴
う
原
価
の
発
生
額
と
の
関
係
か
ら
分
類
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

　
変
動
営
業
費
と
は
、
操
業
度
（
基
本
的
に
は
、
売
上
金
額
ま
た
は
数
量
）
の
変
化
に
概
ね
比
例
し
て
変
動
す
る
営
業
費
で
あ
る
。

　
　
（
ま
、
訂
巨
①
象
叶
き
茎
昌
8
碗
一
ω
彗
o
亭
o
8
峯
巨
亭
≦
々
〕
目
岩
窄
o
色
昌
箒
苛
睾
①
g
『
印
ま
ざ
2
彗
σ
q
窃
ぎ
き
巨
昌
〇
一

　
　
げ
轟
一
墨
－
一
き
昌
昌
｛
o
H
忌
｝
肋
庁
巴
き
巨
昌
①
o
｛
墨
一
窒
）

　
準
変
動
営
業
費
と
は
、
あ
る
種
の
固
定
的
要
素
と
変
動
的
要
素
と
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
操
業
度
に
応
じ
て
変
動
す
る
が
、
比
例
し
て

　
　
は
変
動
し
な
い
営
業
費
を
い
う
。

　
　
（
ω
o
邑
－
童
ま
匡
o
ま
弩
一
げ
鼻
一
昌
8
蓑
彗
o
庄
o
器
幸
｝
一
｝
重
｛
ま
亭
く
o
；
昌
o
ゲ
巨
目
o
二
自
曽
屋
g
暮
武
〇
一
〕
g
竃
閉
o
彗
争

　
　
8
眈
房
8
巨
巴
目
8
昌
①
茅
＆
與
ω
ミ
竺
霊
く
彗
ぎ
巨
Ω
巴
①
昌
①
包
↑
ω
．
）
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固
定
営
業
費
と
は
、
た
と
え
操
業
度
に
相
当
大
幅
た
変
化
が
生
ず
る
場
合
で
も
、
特
定
の
期
間
内
で
は
、
そ
の
金
額
が
概
ね
同
額
に
と

　
　
ど
ま
る
営
業
費
を
い
う
。

　
　
（
茅
。
一
；
琴
ぎ
ま
：
一
一
募
彗
二
一
一
姜
ま
一
。
一
；
。
姜
ぎ
ρ
弓
妻
一
量
邑
二
訂
眈
實
二
目
芭
昌
…
：
手
ε
α
・
ぎ
冨
け
＝
一
曇
豪

　
　
這
ま
』
・
二
一
・
弓
二
≦
目
一
一
さ
轟
庁
竃
ξ
彗
茅
冨
鼻
一
巴
9
彗
σ
q
塞
彗
O
昌
O
ぎ
ま
①
く
O
；
旨
O
O
＝
も
雲
筆
O
婁
・
）

　
今
、
直
接
販
売
費
に
例
を
と
っ
て
、
変
動
営
業
費
・
準
変
動
営
業
費
お
よ
び
固
定
営
業
費
の
内
容
を
列
記
し
て
み
れ
ぱ
、
左
掲
の
よ
う

　
　
⑭

で
あ
る
。

変
動
営
業
費

　
販
売
員
・
代
理
店
お
よ
び
仲
介
人
に
た
い
す
る
手
数
料

　
注
文
処
理
費
－
事
務

　
通
　
信
　
費

　
販
売
員
の
責
任
に
帰
し
う
る
仕
損
費

　
調
　
整
　
費

準
変
動
営
業
費

　
販
売
事
務
お
よ
び
事
務
所
費

　
璽
元
員
の
給
料
お
よ
び
旅
費

　
販
売
事
務
所
お
よ
び
販
売
員
の
給
与
に
附
帯
す
る
保
険
料
お
よ
び
租
税

固
定
営
業
費

　
販
売
管
理
お
よ
び
監
督
者
の
給
与
お
よ
び
費
用
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接
待
交
際
費

　
教
育
お
よ
び
訓
練
費

　
販
売
管
理
考
の
給
与
に
附
帯
す
る
保
険
料
お
よ
び
租
税

　
堅
元
設
備
の
保
険
料
・
租
税
・
減
価
償
却
費
お
よ
び
維
持
費

　
販
売
設
備
の
賃
借
料
お
よ
び
占
有
費

以
上
の
定
義
お
よ
び
分
類
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
変
動
営
業
費
と
固
定
営
業
費
は
、
操
業
度
（
売
上
高
）
の
変
化
と
営
業
費
の
変
動
状

況
と
の
関
係
か
ら
区
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
変
動
営
業
費
と
固
定
営
業
費
の
分
類
は
一
定
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
個
々
の
営
業
活
動

が
お
か
れ
た
環
境
と
営
業
費
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
特
定
の
売
上
区
分
か
ら
き
ま
る
と
い
う
点
を
、
充
分
に
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
こ
と
を
も
少
し
詳
細
に
論
じ
て
お
こ
う
。

　
た
と
え
ば
、
一
部
の
固
定
営
業
費
は
、
営
業
活
動
が
行
わ
れ
る
あ
る
種
の
環
境
ま
た
は
要
素
が
弾
力
性
を
有
し
て
い
な
い
た
め
に
発
生

す
る
。
こ
の
よ
う
に
弾
力
性
を
有
し
て
い
な
い
の
は
、
固
定
的
た
支
出
ま
た
は
回
収
不
能
の
支
出
を
行
っ
た
結
果
か
、
ま
た
は
、
企
業
が

契
約
上
の
義
務
を
負
っ
た
結
果
に
よ
る
の
で
あ
る
。
婁
言
す
れ
ば
、
営
業
費
を
費
消
す
る
営
業
活
動
ま
た
は
営
業
行
為
の
量
は
、
売
上
高

に
応
じ
て
変
化
す
る
が
、
経
営
管
理
者
は
契
約
上
の
義
務
が
存
す
る
た
め
営
業
費
の
金
額
を
即
座
に
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
一
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
配
達
活
動
の
量
は
、
売
上
高
の
変
化
に
応
じ
て
変
動
す
る
が
、
ト
ラ
ヅ
ク
で
運
送
し
て
い
る
卸
売
企
業
が
、

ト
ラ
ヅ
ク
を
所
有
し
、
運
転
手
の
給
与
を
週
給
制
で
支
払
う
場
合
に
は
、
ト
ラ
ヅ
ク
や
運
転
手
の
数
を
変
更
し
な
い
限
り
、
配
達
費
の
大

部
分
は
、
売
上
高
の
変
化
に
関
係
な
く
、
固
定
営
業
費
と
な
る
。
こ
れ
炉
」
反
し
て
、
卸
売
企
業
が
外
部
の
企
業
と
、
地
域
－
重
量
、
包
装

ま
た
は
こ
れ
ら
類
似
の
基
準
に
も
と
ず
い
て
配
達
契
約
を
結
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
配
達
費
は
、
変
動
営
業
費
と
な
る
。

　
同
じ
よ
う
に
、
卸
売
企
業
が
、
通
常
の
基
準
（
年
間
定
額
制
）
で
倉
庫
を
賃
借
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
賃
借
料
は
、
固
定
営
業
費
と
な

244



35

る
が
、
卸
売
企
業
が
比
例
賃
率
（
売
上
古
同
に
た
い
す
る
一
定
率
）
で
賃
借
料
を
支
払
う
場
合
に
は
、
こ
の
賃
借
料
は
、
変
動
営
業
費
と
な

る
。　

さ
ら
に
、
実
務
上
は
、
売
上
高
が
一
定
の
範
囲
内
に
存
す
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
営
業
費
が
固
定
営
業
費
と
な
る
が
、
売
上
高
が
こ

の
範
囲
外
に
出
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
営
業
費
が
変
動
営
業
費
と
な
る
。
た
と
え
ぼ
、
売
上
高
が
異
常
に
低
下
す
る
場
合
に
は
、
支
店

を
閉
鎖
す
る
か
、
小
さ
な
倉
庫
は
賃
借
す
る
か
、
配
達
用
の
ト
ラ
ッ
ク
や
設
傭
を
売
却
す
る
か
、
ま
た
は
、
主
要
な
労
働
着
や
経
営
責
任

者
を
企
業
に
存
続
さ
せ
る
と
い
う
方
針
を
変
更
す
る
に
い
た
る
。

　
売
上
高
の
変
化
の
範
囲
だ
げ
で
な
く
、
売
上
高
変
化
の
永
続
性
も
ま
た
、
固
定
営
業
費
と
変
動
営
業
費
の
区
分
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
売

上
高
の
減
少
が
、
短
期
的
な
も
の
と
予
測
さ
れ
る
場
合
に
は
、
建
物
や
設
傭
や
組
織
は
、
現
状
の
ま
ま
す
え
置
か
れ
る
が
、
長
期
的
汰
不

況
が
姶
ま
る
｝
」
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
営
業
費
の
削
減
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
相
当
多
額
な
売
上
増
加
が
、
多
少
と
も
永

続
的
に
続
く
も
の
と
期
待
さ
れ
る
場
合
に
は
、
－
」
の
よ
う
た
売
上
高
の
増
加
を
ま
か
な
う
た
め
に
、
工
場
や
組
織
が
拡
張
さ
れ
、
こ
れ
か

ら
、
固
定
営
業
費
が
増
加
す
る
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
一
定
の
企
業
に
お
げ
る
園
定
営
業
費
と
変
動
営
業
費
の
割
合
は
、
分
析
す
る
期
間
の
長
短
と
分
析
す
る
売
上
区
分

の
規
模
に
応
じ
て
変
化
す
る
こ
と
が
示
暖
さ
れ
る
。
極
め
て
長
い
期
問
と
極
め
て
大
き
な
売
上
区
分
を
と
る
と
、
実
務
上
は
す
べ
て
の
営

業
費
が
変
動
営
業
費
と
L
て
分
類
さ
れ
る
。

　
し
か
し
た
が
ら
、
短
い
期
間
（
販
売
を
行
う
た
め
の
工
場
規
模
が
一
定
と
た
る
程
度
の
）
と
、
小
範
囲
の
売
上
高
変
化
を
と
る
と
場
合

に
は
、
大
部
分
の
営
業
費
が
、
固
定
営
業
費
の
性
質
を
帯
び
て
く
る
。
つ
ま
り
、
小
範
囲
の
売
上
高
変
化
か
ら
は
、
卸
売
企
業
の
営
業
費

総
額
は
、
さ
し
た
る
影
響
を
う
げ
な
い
。
た
と
え
ぼ
、
売
上
高
が
増
加
し
て
も
、
そ
の
結
果
生
じ
る
営
業
費
総
額
の
純
増
加
高
は
、
通

常
、
多
額
に
は
達
し
な
い
の
で
あ
る
。

2｛5
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最
後
に
、
「
固
定
営
業
費
と
変
動
営
業
費
」
・
「
共
通
営
業
費
と
区
分
可
能
営
業
費
㌧
「
聞
接
営
業
費
と
直
接
営
業
費
」

し
て
お
こ
う
。
六
者
の
関
係
を
図
示
す
れ
ぱ
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

員
溝
虞
、
鵜
璋

図
ヰ
昌
諾
疎
艦
鴎

　
　
　
萄
菖
一
、
δ
　
　
　
　
痢
誉
一
ざ

⊥
暢
導
虞
探
崖
⊥
繕
§
黛
探
鳶

の
関
係
を
附
記

　
つ
ま
り
、
短
い
期
問
と
小
範
囲
の
売
上
高
変
化
を
と
る
場
合
に
は
、
区
分
可
能
営
業
費
ま
た
は
直
接
営
業
費
は
、
大
部
分
、
変
動
営
業

費
と
な
る
が
、
共
通
営
業
費
ま
た
は
間
接
営
業
費
は
、
一
殻
に
、
固
定
営
業
費
と
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
長
い
期
聞
を
と
る
場
合
に

は
、
共
通
営
業
費
ま
た
は
間
接
営
業
費
は
、
変
動
営
業
費
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三
　
管
理
可
能
営
業
費
・
管
理
不
能
営
業
費

　
変
動
営
業
費
．
固
定
営
業
費
の
分
類
と
類
似
し
た
も
の
と
し
て
は
、
管
理
可
能
営
業
費
（
8
一
旨
o
旨
印
巨
o
艘
腎
亭
目
一
一
昌
8
ω
色
と
管

理
不
能
営
業
費
（
昌
昌
昌
暮
昌
き
一
〇
象
一
・
豪
皇
－
昌
8
萎
）
の
区
分
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
個
々
の
担
当
者
の
管
理
可
能
性
を
基
準
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

営
業
費
分
類
で
あ
っ
て
、
管
理
可
能
営
業
費
お
よ
び
管
理
不
能
営
業
費
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
刮
。

管
理
可
能
営
業
費
と
は
、
作
業
の
実
施
状
況
を
測
定
し
よ
う
と
す
る
人
達
が
管
理
し
う
る
営
業
費
で
あ
る
。

　
（
O
o
目
↓
、
o
＝
嘗
三
〇
臼
閉
斥
亭
■
己
o
目
o
o
g
m
ρ
冨
片
｝
o
眈
①
≦
堅
o
ゲ
φ
H
①
ω
自
一
〕
首
9
一
〇
〇
〇
箏
貧
◎
一
び
｝
弓
①
轟
o
目
ω
老
］
］
o
ω
㊦
ガ
印
H
｛
o
H
昌
o
目
o
o
…
ω
ご
9
目
o
目

2始



　
旨
墨
彗
冨
匹
’
）

管
理
不
能
営
業
費
と
は
、
作
業
の
実
施
状
況
を
測
定
し
よ
う
と
す
る
人
達
が
管
理
し
え
な
い
営
業
費
で
あ
る
。

　
（
乞
o
昌
昌
暮
5
雲
Φ
象
↓
事
自
ま
目
8
募
實
⑦
；
；
亭
」
o
o
工
實
8
巨
邑
耳
庄
o
竃
考
ま
器
鶉
ま
曇
竃
o
巴
二
9
箏
σ
q
昌
塞
ω
膏
o
ε

　
管
理
可
能
営
業
費
と
管
理
不
能
営
業
費
の
区
分
は
、
営
業
費
項
目
に
固
有
の
概
念
で
は
な
く
て
、
個
々
の
担
当
者
に
関
す
る
相
対
的
な

概
念
で
あ
る
か
ら
、
計
算
対
象
で
あ
る
管
理
者
層
が
異
れ
ば
、
両
者
の
区
分
も
ま
た
変
動
す
る
。
一
般
的
に
云
え
ぼ
、
左
図
の
よ
う
に
管

理
者
層
が
上
に
進
む
に
つ
れ
て
、
管
理
可
能
営
業
費
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
管
理
不
能
営
業
費
が
減
少
し
、
反
対
に
、
管
理
者
層
が
下

に
進
む
に
つ
れ
て
、
管
理
可
能
営
業
費
が
減
少
す
る
と
と
も
に
、

管
理
不
能
営
業
費
が
増
加
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
■
－
－
－
■
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た
と
え
ぼ
、
百
貨
店
に
お
い
て
は
、
売
場
の
各
部
の
長
は
、
自

己
の
部
門
の
給
料
や
販
売
費
や
事
務
費
は
管
理
で
き
る
が
、
建
物

の
減
価
償
却
費
や
本
部
費
の
配
賦
額
は
管
理
で
き
な
い
。
建
物
の

減
価
償
却
費
や
本
部
費
を
管
理
し
う
る
の
は
、
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
だ
け
で
あ
っ
て
、
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
委
譲
さ

れ
た
権
隈
内
に
お
げ
る
事
項
に
つ
い
て
営
業
費
の
管
理
権
を
も
っ

て
い
る
に
す
ぎ
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
・
ネ
ジ
メ
ン
ト
に

も
適
合
す
る
の
で
あ
っ
て
、

る
に
す
ぎ
た
い
。
両
極
端
の
例
と
し
て
は
、
杜
長
に
と
っ
て
は
、

磁
、
鮭
口
義
嚥
粘
障
＼ ＼

一

諾
璋
糠
罵

〒
く
、
。
　
ベ
ナ
㌻
y
＼

’’∫

、
㌧
v
・
4
斗
篶
y
＼

ロ
ー
　
　
ベ
ヤ
㌧
y
＼
7

〒T

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ー
。
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
か
ら
管
理
権
を
委
譲
さ
れ
た
営
業
費
の
み
を
管
理
し
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ
て
の
営
業
費
が
管
理
可
能
費
と
な
る
が
、
現
場
の
第
一
線
従
業
員

に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
営
業
費
が
管
理
不
能
費
と
な
る
。
従
っ
て
、
管
理
可
能
営
業
費
と
管
理
不
能
営
業
費
の
区
分
を
論
ず
る

2｛フ
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場
合
に
は
、
い
か
な
る
階
層
の
人
達
に
と
っ
て
管
理
可
能
ま
た
は
管
理
不
能
と
な
る
か
を
検
討
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
管
理
可
能
営
業
費
と
管
理
不
能
営
業
費
の
分
類
は
、
変
動
営
業
費
と
固
定
営
業
費
の
分
類
と
同
意
義
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

正
確
に
は
両
者
は
厳
密
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
管
理
可
能
営
業
費
は
、
通
常
、
変
動
営
業
費
と
な
る
が
、
一
部
の
管
理
可

能
営
業
費
は
固
定
営
業
費
と
た
る
。
た
と
え
ぱ
、
地
域
管
理
者
に
倉
庫
の
賃
借
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
支
払
賃
借
料
は

固
定
費
と
な
る
が
、
当
該
地
域
管
理
者
は
そ
の
賃
借
料
に
た
い
す
る
管
理
権
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
低
の
管
理
不
能
営
業
費
は
固
定

営
業
費
で
あ
る
が
、
あ
る
種
の
も
の
は
、
変
動
営
業
費
と
た
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
注
文
処
理
の
事
務
費
は
、
直
接
販
売
活
動
に

要
す
る
変
動
営
業
費
で
あ
る
が
、
個
々
の
販
売
員
の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
事
務
費
は
管
理
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
管
理
可
能
営
業
費
と
管
理
不
能
営
業
費
を
区
分
す
る
意
義
は
、
つ
ぎ
の
諸
点
に
存
す
る
。

ω
　
各
管
理
責
任
者
に
た
い
し
て
、
そ
の
責
任
者
が
管
理
権
を
有
す
る
営
業
費
を
区
分
し
て
報
告
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

②
　
各
管
理
責
任
者
は
、
管
轄
下
に
あ
る
営
業
費
の
実
態
を
正
確
に
把
握
し
、
こ
れ
を
充
分
に
管
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

㈲
　
最
高
経
営
責
任
老
は
、
各
管
理
責
任
者
の
営
業
費
管
理
の
成
功
度
を
観
測
し
、
各
責
任
考
の
貢
献
差
益
（
o
昌
胃
亭
皇
昌
旨
胃
σ
q
ぎ
）

　
を
算
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

8’
■2

三
　
営
業
費
会
計
に
有
用
た
そ
の
他
の
分
類

　
　
　
　
　
　
一
　
実
際
営
業
費
・
見
積
営
業
費
・
標
準
営
業
費

営
業
費
会
計
に
有
用
な
そ
の
他
の
分
類
と
し
て
は
、
実
際
営
業
費
と
見
積
営
業
費
と
標
準
営
業
費
の
区
分
が
あ
る
。

ま
ず
、
営
業
費
は
、
計
算
時
点
を
基
準
と
し
て
実
際
営
業
費
（
彗
g
具
巨
g
o
ま
巴
胃
o
H
桓
量
－
ま
旨
艘
ま
昌
8
ω
邑

と
未
来
営
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業
費
（
｛
巨
冒
Φ
婁
一
き
皇
昌
8
ω
邑
に
大
別
さ
れ
、
つ
ぎ
に
未
来
営
業
費
は
、
計
算
の
正
確
性
を
基
準
と
し
て
、
見
積
営
業
費
と
標
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

営
業
費
に
細
分
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
営
業
費
概
念
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
際
営
業
費
と
は
、
支
出
時
に
お
げ
る
実
際
の
現
金
支
出
高
ま
た
は
そ
の
代
替
物
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
た
営
業
費
で
あ
る
。

　
（
雪
警
ま
巴
象
↓
き
鼻
一
昌
8
ω
二
ω
8
誓
昌
g
彗
屋
｛
げ
｝
算
墨
一
墨
争
o
ξ
昌
竃
a
o
・
亭
等
①
君
ぎ
庁
巨
印
ニ
プ
o
ユ
旨
o
o
｛

　
〇
一
』
自
ξ
．
）

未
来
営
業
費
と
は
、
後
目
発
生
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
期
待
さ
れ
る
営
業
費
で
あ
る
。

　
（
向
暮
胃
o
讐
腎
亭
峯
g
o
o
昌
胃
①
8
参
異
潟
g
乱
↓
o
τ
巨
昌
胃
乱
算
閏
－
g
雲
麸
↓
①
’
）

見
積
営
業
費
と
は
、
事
前
に
算
定
さ
れ
は
営
業
費
で
あ
る
。

　
（
票
弐
昌
筆
乱
震
ω
旨
岸
具
－
o
目
8
ω
誌
彗
⑦
窄
＆
g
雲
旨
庄
①
｛
8
ω
誌
）

標
準
営
業
費
と
は
、
事
前
に
科
学
的
に
算
定
さ
れ
た
営
業
費
で
あ
る
。

　
（
望
竃
計
巳
崇
ω
己
ぎ
弐
o
目
8
ω
誌
彗
①
竃
ポ
算
＄
畠
－
｝
肩
乱
卑
實
旨
庄
乱
8
閉
誌
）

　
つ
ま
り
、
作
業
が
実
施
さ
れ
た
後
に
実
際
の
現
金
支
払
高
（
現
金
を
支
払
わ
な
い
と
き
は
、
買
掛
金
・
支
払
手
形
．
未
払
金
の
増
加

高
）
に
基
い
て
計
算
さ
れ
る
実
績
の
営
業
費
が
、
実
際
営
業
費
で
あ
っ
て
、
作
業
の
実
施
に
先
立
っ
て
、
費
消
さ
れ
る
と
合
理
的
に
推
定

さ
れ
る
金
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
さ
れ
る
予
定
の
営
業
費
が
、
未
来
営
業
費
な
の
で
あ
る
。
製
造
原
価
に
つ
い
て
は
、
未
来
原
価
が
大
々

的
に
活
用
さ
れ
て
き
た
が
、
営
業
費
に
つ
い
て
は
、
管
理
の
用
具
と
し
て
未
来
営
業
費
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
営
業
費
の
分
野
に
お
い
て
も
、
未
来
原
価
を
設
定
し
、
未
来
原
価
と
実
際
原
価
を
比
較
し
、
未
来
・
実
際
原
価
差
異
を
分
析

し
て
始
め
て
、
完
全
な
原
価
管
理
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
未
来
営
業
費
は
、
色
々
に
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
見
積
営
業
費
と
標
準
営
業
費
で
あ
る
。
両
者
は
原

249
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価
予
定
の
正
確
度
に
基
く
区
分
で
あ
っ
て
、
一
般
に
、
見
積
営
業
費
は
、
過
去
の
実
績
を
主
体
と
し
た
規
範
性
の
低
い
も
の
、
ま
た
、
標

準
営
業
費
は
、
科
学
的
な
見
積
を
主
体
と
し
た
規
範
性
の
高
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
明
確
な
区
分
基
準
が
存
す
る
わ
げ
で
は
な

い
。
見
積
営
業
費
の
一
種
に
、
代
替
可
能
営
業
費
（
筆
胃
墨
茅
①
冒
屑
o
名
塞
斤
ぎ
8
蜆
色
が
あ
る
。
代
替
可
能
営
業
費
と
は
、
代
替

可
能
な
営
業
方
法
を
採
用
す
る
場
合
に
発
生
す
る
と
思
わ
れ
る
営
業
費
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
営
業
費
分
析
を
行
う
場
合
に
特
に
重
要
視
さ

れ
る
営
業
費
概
念
で
あ
る
。

　
経
営
方
針
を
設
定
す
る
た
め
に
営
業
費
分
析
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
選
択
可
能
な
代
替
的
諸
方
法
を
評
価
し
て
、
そ
れ
が
利
益
の
増

進
を
も
た
ら
す
か
否
か
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
実
際
原
価
ま
た
は
標
準
原
価
と
比
較
す
る
の
で
は
な
く
て
、
選
択

可
能
な
諸
方
法
の
も
と
で
予
想
さ
れ
る
原
価
と
比
較
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
あ
る
会
杜
で
は
、
収
益
力
の
乏
し
い
販
売
地
域

を
発
見
し
た
た
め
、
自
杜
の
販
売
員
に
よ
ら
ず
、
請
負
人
で
販
売
す
る
こ
と
を
考
え
た
。
そ
し
て
最
近
の
地
域
別
損
益
計
算
書
を
取
り
上

げ
、
こ
れ
か
ら
節
約
し
う
る
原
価
を
控
除
し
、
支
払
わ
な
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
請
負
人
の
手
数
料
を
加
算
し
、
さ
ら
に
請
負
人
で
は
販
売
カ

が
減
退
す
る
か
ら
売
上
収
益
を
修
正
し
て
、
売
上
数
量
の
予
想
減
少
高
を
控
除
し
た
。
こ
の
場
合
に
は
、
販
売
方
法
の
変
更
が
、
当
該
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

域
の
利
益
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぽ
す
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
で
計
算
さ
れ
た
の
が
、
つ
ま
り
、
代
替
可
能
営
業
費
な
の
で
あ

る
。　

ま
た
、
標
準
営
業
費
と
類
似
し
た
概
念
と
し
て
は
、
予
算
営
業
費
（
巨
器
黒
2
弩
亭
星
；
8
ω
色
が
あ
る
。
標
準
営
業
費
は
、
対
象

一
単
位
あ
た
り
の
規
範
原
価
で
あ
り
、
予
算
営
業
費
は
、
一
期
間
あ
た
り
の
規
範
原
価
で
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
標
準
営
業
費
を
籏
み
あ

げ
る
と
予
算
営
業
費
に
な
る
と
い
う
相
互
関
係
が
存
す
る
。
標
準
営
業
費
ま
た
は
予
算
営
業
費
は
、
標
準
ま
た
は
予
算
で
あ
る
と
い
う
点

で
は
標
準
製
造
原
価
ま
た
は
予
算
製
造
原
価
と
そ
の
本
質
を
同
じ
く
し
て
い
る
が
、
対
象
と
す
る
原
価
が
異
る
た
め
、
そ
の
内
容
が
君
干

異
っ
て
い
る
。
今
、
標
準
営
業
費
と
標
準
製
造
原
価
の
相
違
点
だ
け
を
論
述
し
て
お
け
ぱ
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
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4ユ

ω
　
標
準
営
業
費
は
、
達
成
可
能
な
現
実
的
標
準
で
あ
る
。

営
業
費
標
準
は
、
不
能
率
や
無
駄
の
存
在
を
前
提
と
す
る
現
実
的
標
準
（
φ
g
冨
一
段
彗
針
庄
）
で
あ
っ
て
、
理
想
的
な
操
業
度
を
対
象
と

す
る
理
想
的
標
準
（
己
窪
一
ω
冨
己
彗
宗
）
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
操
業
度
を
測
定
す
る
た
め
の
単
な
る
基
準
を
提
供
す
る
に
す
ぎ
な
い
基

準
標
準
（
げ
邑
o
g
彗
計
巳
㎝
）
で
は
た
い
。
製
造
原
価
に
あ
っ
て
は
、
最
少
の
原
価
が
最
善
の
原
価
で
あ
り
、
凡
て
の
原
価
管
理
活
動
は

原
価
削
減
の
間
題
に
集
約
さ
れ
る
が
、
営
業
費
の
場
合
に
は
、
最
少
の
原
価
が
最
善
の
原
価
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
従
っ
て
、
標
準
実

績
差
額
は
必
ず
し
も
営
業
活
動
の
能
率
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
、
営
業
活
動
が
予
定
通
り
実
施
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
判
断

基
準
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。

②
　
標
準
営
業
費
は
、
平
均
的
な
作
業
の
実
施
様
態
を
基
礎
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。

製
造
活
動
の
作
業
方
法
は
ほ
と
ん
ど
固
定
し
て
い
る
が
、
営
業
活
動
は
、
作
業
方
法
が
人
為
的
か
つ
変
動
的
で
、
特
定
の
行
為
を
行
う
に

あ
た
っ
て
多
種
類
の
方
法
を
色
々
に
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
製
品
の
運
送
に
は
、
自
杜
の
車
を
利
用
す
る
こ
と
も

運
送
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
各
種
の
配
給
経
路
を
経
て
運
送
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
代
替
的
な
請
万
法
の
何
れ
を
選
択
す
る
か
を
予
め
予
定
し
な
け
れ
ぱ
、
そ
れ
に
た
い
す
る
標
準
原
価
を
設
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
勿
論
、
凡
て
の
組
合
せ
に
つ
い
て
無
数
の
標
準
を
設
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
通
常
は
代
表
的
と
思
わ
れ
る

平
均
的
組
合
せ
を
前
提
と
し
て
標
準
が
設
定
さ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
た
平
均
的
な
作
業
様
態
を
基
礎
と
し
て
設
定
し
た
標
準
営
業
費
を
便
用
す
る
場
合
に
は
、
実
際
の
作
業
様

態
の
組
合
せ
が
、
標
準
設
足
の
さ
い
予
定
し
た
組
合
せ
と
相
達
す
る
た
め
に
標
準
実
績
差
異
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
営
業

費
管
理
に
お
い
て
は
、
標
準
実
績
差
異
を
分
析
し
て
、
営
業
活
動
の
不
能
率
に
よ
る
管
理
可
能
差
異
と
、
作
業
様
態
の
組
合
せ
の
相
遠
に

よ
る
管
理
不
能
差
異
を
峻
別
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。
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③
　
標
準
営
業
費
と
し
て
は
、
一
般
的
標
準
の
外
、
さ
ら
に
個
別
的
標
準
が
使
用
さ
れ
る
。

一
般
的
標
準
（
鷺
罵
墨
；
身
己
毒
宗
）
と
は
、
一
つ
の
営
業
活
動
ま
た
は
機
能
全
体
に
適
用
さ
れ
る
概
括
的
標
準
を
云
い
、
つ
ぎ
の
ご
と

き
も
の
、
か
例
示
さ
れ
る
。

　
一
、
純
売
上
高
あ
た
り
の
営
業
費

　
二
、
売
上
単
位
あ
た
り
の
営
業
費

　
三
、
受
入
注
文
あ
た
り
の
営
業
費

　
四
、
売
上
勘
定
あ
た
り
の
営
業
費

　
五
、
顧
客
注
文
あ
た
り
の
営
業
費

　
こ
れ
ら
の
一
般
的
標
準
は
、
企
業
の
全
般
的
な
動
向
を
知
る
の
に
は
役
立
つ
が
、
個
々
の
営
業
活
動
の
能
率
．
不
能
率
を
判
定
す
る
資

料
ま
で
は
提
供
し
た
い
。
後
者
の
目
的
に
役
立
つ
た
め
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
個
別
標
準
（
ぎ
雲
く
崖
畠
一
慧
己
實
宗
）
を
設
定
す
る
必
要

が
あ
る
。
（
こ
こ
で
は
、
旅
費
標
準
を
と
り
あ
げ
る
。
）

　
一
、
一
目
あ
た
り
の
旅
費

　
二
、
旅
行
距
離
あ
た
り
の
旅
費

　
三
、
販
売
訪
間
あ
た
り
の
旅
費

　
四
、
販
売
員
時
問
あ
た
り
の
旅
費

　
こ
れ
ら
の
個
別
標
準
は
、
さ
ら
に
地
域
別
・
顧
客
別
・
販
売
員
別
な
ど
の
業
務
区
分
別
に
設
定
さ
れ
、
相
互
に
比
較
す
る
場
合
に
は
、

経
営
管
理
の
実
施
に
極
め
て
大
き
な
貢
献
を
及
ぼ
す
。
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二
　
附
加
営
業
費
・
支
出
営
業
費

鴫

　
営
業
費
分
析
ま
た
は
営
業
費
管
理
を
行
う
場
合
に
は
、
支
出
営
業
費
（
彗
；
巴
o
隻
毫
昌
①
老
昌
山
一
g
H
窪
）
の
外
さ
ら
に
附
加
営
業
費

（
ぎ
o
巨
乱
讐
腎
亭
隻
昌
o
o
ω
邑
を
も
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
支
出
営
業
費
は
、
実
際
の
支
出
を
伴
う
通
常
の
営
業
費
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

あ
っ
て
、
附
加
営
業
費
は
、
実
際
の
支
出
を
伴
わ
た
い
計
算
上
の
営
業
費
で
あ
る
。
附
加
営
業
費
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

　
附
加
営
業
費
と
は
、
い
か
な
る
時
に
も
実
際
の
現
金
支
出
を
伴
わ
ず
、
従
っ
て
財
務
記
録
上
に
は
現
わ
れ
な
い
が
、
原
価
の
計
算
を
行

　
う
べ
き
人
の
立
場
か
ら
は
、
そ
の
原
価
犠
牲
を
計
算
し
う
る
よ
う
な
営
業
費
で
あ
る
。

（
H
昌
呂
乱
象
巨
ぎ
ま
目
。
。
姦
墓
8
ω
↓
二
麦
ま
；
二
目
き
ぎ
等
彗
二
ぎ
①
彗
蔓
一
9
争
§
ξ
竃
｛
峯
事
ま
・
9

　
竃
声
8
畠
2
亮
昌
9
印
竃
9
・
巨
庄
①
｛
量
昌
邑
屋
8
ま
ヱ
篶
き
ヰ
巨
霧
y
彗
争
。
o
募
ま
き
ぎ
閏
｛
o
富
σ
・
o
ま
σ
q
實
一
訂
召
算

　
O
＝
序
潟
H
ω
昌
O
H
潟
畠
O
竃
峯
｝
O
竃
8
姦
胃
⑦
げ
＆
轟
邑
O
自
一
算
＆
．
）

た
と
え
ば
、
利
息
や
賃
借
料
に
つ
い
て
ぱ
、
実
際
の
支
出
が
行
わ
れ
な
い
場
合
で
も
、
比
較
の
便
宜
上
、
計
算
上
の
利
息
や
賃
借
料
を
各

計
算
対
象
に
附
課
す
る
こ
と
が
あ
る
。

三
　
平
均
営
業
費
・
限
界
営
業
費

　
他
の
営
業
費
分
類
は
、
限
界
営
業
費
（
昌
胃
牡
富
一
象
巨
ぎ
ま
目
8
募
）
と
平
均
営
業
費
（
彗
實
潟
①
象
冨
旨
邑
g
o
o
昌
）
を
区
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

す
る
方
法
で
あ
る
。
限
界
営
業
費
と
平
均
営
業
費
の
定
義
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

限
界
単
位
営
業
費
と
は
、
産
出
高
つ
ま
り
売
上
高
が
一
単
位
増
加
す
る
場
合
の
営
業
費
総
額
の
増
加
高
で
あ
る
。

　
（
弓
訂
昌
實
o
q
一
畠
－
昌
箒
黒
誓
『
亭
隻
實
8
寡
ポ
穿
①
一
竃
H
塞
器
ぎ
困
竃
轟
σ
目
算
Φ
8
募
轟
昌
看
員
亭
国
二
9
ω
印
一
霧
ニ
ニ
昌
屋
塞
乱
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以

　
一
〕
｝
o
竃
■
邑
己

平
均
単
位
営
業
費
と
は
、
営
業
費
総
額
を
製
造
ま
た
は
販
売
単
位
数
で
除
し
た
金
額
で
あ
る
。

　
（
－
き
婁
實
晶
①
昌
岸
蟹
g
H
亭
邑
昌
8
肋
二
吻
臣
①
晶
①
q
『
①
σ
q
津
①
8
g
亀
く
巳
＆
写
亭
①
目
自
昌
げ
竃
o
｛
冒
豪
肩
o
ま
o
巴
o
H
ω
o
声
）

た
と
え
ぽ
、
両
考
の
関
係
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半
連
春
鳶
　
薄
筆
碁
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
碁
膏
薄
　
醸
癖
灘
議
麓
嘩
幾
澤
唾
隷
躍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ε
　
　
　
　
親
　
昌
O
．
O
O
　
　
親
　
ε
．
O
O
　
　
　
：
…
・
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旨
　
　
　
　
　
1
H
O
中
8
　
　
　
　
　
㊤
．
蜆
O
　
　
静
　
卜
血
〇

　
　
　
　
　
　
　
四
　
特
殊
営
業
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
営
業
費
会
計
に
有
用
な
特
殊
営
業
費
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
特
殊
原
価
調
査
に
お
い
て
、
臨
時
的
・
非
反
覆
的

に
使
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

㈲
取
替
営
業
費

　
取
替
営
業
費
と
は
、
現
在
の
市
場
に
お
げ
る
営
業
費
で
あ
る
。

　
（
元
o
艮
薫
；
g
：
茅
一
王
一
〕
茎
o
目
s
眈
二
蜆
o
o
眈
二
冒
｝
①
肩
男
彗
＝
崇
一
『
訂
こ

ω
　
埋
没
営
業
費

　
埋
没
宮
業
費
と
は
、
一
定
の
状
態
に
お
い
て
は
回
収
不
能
の
実
際
営
業
費
で
あ
る
。
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（
ω
…
斤
生
脅
宇
隻
g
8
g
蜆
胃
①
圧
黒
o
ま
巴
8
募
峯
『
一
争
胃
①
一
昌
g
o
き
墨
雪
①
弐
印
口
q
才
彗
閉
ぎ
邑
昌
’
）

㈲
　
現
金
支
出
営
業
費

　
現
金
支
出
営
業
費
と
は
、
経
営
管
理
者
が
行
う
一
定
の
意
思
決
定
か
ら
現
金
の
支
出
が
薔
ら
さ
れ
る
営
業
費
で
あ
る
。

　
（
○
。
ぎ
～
o
寿
g
嚢
腎
宇
ま
o
旨
8
蓋
胃
Φ
争
o
器
8
参
峯
｝
己
］
乏
苧
常
名
g
：
o
顯
o
〇
一
く
竃
ま
o
ζ
昌
o
h
昌
彗
品
①
目
o
巨
α
目
一
き

　
H
ぎ
8
S
争
O
老
竃
肇
昌
O
㎝
．
）

㊧
　
増
分
営
業
費

　
増
分
営
業
費
と
は
、
営
業
活
動
が
変
化
す
る
結
果
生
ず
る
総
営
業
費
の
増
減
ま
た
は
特
定
の
営
業
費
要
素
の
変
動
額
で
あ
る
。

　
（
g
患
富
貫
邑
里
段
H
詳
g
－
昌
8
肋
冨
胃
①
亭
①
ぎ
實
雷
ω
Φ
睾
ま
暮
塞
器
ぎ
δ
邑
8
肋
一
一
昌
亭
①
争
竃
口
目
窪
ま
｛
8
｝
｛
o
①
－
①
冒
Φ
巨

　
O
｛
8
畢
亭
娑
嚢
隻
ぎ
昌
印
旨
く
く
彗
一
き
昌
巨
O
潟
墨
ま
目
．
）

㈹
　
機
会
営
業
費

　
機
会
営
業
費
と
は
、
材
料
．
労
働
ま
た
は
設
備
の
い
ず
れ
か
の
生
産
手
段
に
つ
い
て
、
代
替
的
次
講
用
途
の
う
ち
一
つ
を
と
り
他
を
棄

　
て
た
結
果
減
少
す
る
測
定
可
能
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